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第４回改定委員会以降の主要な変更点  

 

No 会議等  指摘事項等  修正方針  案ページ  

1  改定委員会  

 

背景に、国全体の考え方の転換に関

する記述が足りないため、記述を加え

るべきである。  

背景に、国全体の動きについて記述を追

記します。  

2 

2 改定委員会  

 

新しい技術や課題に対する本編の構

成を組み替える必要がある。  

新 し い 技 術 に つ い て は （ 1） に 、 コ ロ ナ

の 影 響 の 観 点 か ら （ 2） に 分 類 整 理 し ま

す。  

71、 72 

3  改定委員会  

 

子ども連れでのトイレ利用や、コロ

ナによる子どもや子育てをしている人

の課題もある。  

コロナの影響の観点で、マスク着用が難

しい乳幼児への配慮が必要な旨を追記しま

す。  

72 

4 改定委員会  

 

コロナ禍で公園の使い方に変化が生

じている。実態把握や課題の抽出、改

善方法が示されるとよい。  

コロナの影響で、屋外で人との接触を避

けて過ごせる場所として公園の新たなニー

ズが生まれている背景を追記します。  

30 

5 改定委員会  

 

「四つの原則」がわかりやすい論点

である。当事者にも理解できるよう、

表現を工夫されたい。  

概要版にて、表現を工夫します。  概要版  

2 

6 委員会後  

 

P9 課題と論点は量が多いため、当

事 者 が 理 解 す る に は 支 援 が 必 要 で あ

る。 P15 の基本的な考え方は 4 点に絞

P9 課題と論点は、 P11 で論点と方針が対

照できる『概念図』で、分かりやすく示し

ています。  

11 
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られ分かりやすく、強調して発信でき

ないか。  

7  委員会後  

 

情報保障の観点で、当事者へ発信し

ていくといいのではないか。  

本編は内容も多岐にわたり、量も多いた

め、概要版を作成します。  

また、ホームページにも掲載するととも

に、ホームページの読み上げ機能にも対応

できる、ファイル形式にも配慮し情報発信

します。  

概要版  

8 委員会後  

 

P73 基本構想の継続的な発展で記載

されているように、今後の取組として

は、①行政や、市民、障害者の相互交

流、②ヒアリング、③モニタリングが

必要である。  

ご意見を踏まえ、第 5 章「今後の展開」

で漠然と記載するのではなく、第 4 章「実

現にあたって」 P67 から P68 にかけ、バリ

アフリーネットワーク会議などの取組み項

目の中で、具体的に記載しています。  

67、 68 

9 委員会後  

 

P40 学校施設までの道路整備は大分

進 ん で お り 自 力 で い く こ と が で き る

が、避難所として思いやりルームが設

置されていたとしても、学校施設内の

バリアフリー化が進んでいないのが実

情だと思う。  

ご意見のとおりと認識していますので、

今後の取組みとして、 P40 では、不特定多

数の利用を想定したバリアフリー化の必要

性について記載しています。また、バリア

フリー化された経路などの課題については

物理的な制約等も考慮しながら、他施設の

活用も含めた多角的な検討を進めると記載

しています。  

40 
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10 委員会後  

 

HP の充実や情報の活用も必要では

あるが、サインやバリアフリーマップ

も必要である。  

サインついては、 P37 で現行の公共サイ

ンガイドランの内容を精査しガイドライン

改定の基本方針を定め取り組むことを記載

しています。また、バリアフリーマップに

ついては P34 で改定を検討することを記載

しています。  

34、 37 

11 委員会後  

 

多機能トイレは増やせないか。  多機能トイレについては、法的な基準の

中で設置が進んでいくものですが、限られ

た施設の有効利用のために、 P31 に利用集

中 の 解 消 に よ り 、 必 要 な 人 が 使 え る よ う

に、一般トイレでの広めのブースの確保や

乳幼児用設備の設置など機能分散の重要性

について、記載しています。  

31 

12 委員会後  

 

トイレ、駐車場のマップがあった方

がよい。  

P34 で、実状や利用者の使い勝手を踏ま

え、バリアフリーマップの改定を検討する

ことを記載しています。  

34 

13 委員会後  

 

P12 コミセンやプレイスがあるがも

っと気楽に行けてゆっくりする場所が

あるとよい。年齢関係なく集まれる場

所。  

今般の財政状況から公共施設の総量に限

りがあるため、 P30、 P31 で心のバリアフリ

ー、情報伝達や役務の提供などの取り組み

を充実させることで、誰もが使いやすい施

設を目指す必要があることを記載していま

す。  

30、 31 
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14 委員会後  

 

P43 小中学生向けには自転車の安全

教室があるが、参加していない方の自

転車マナーがひどい状況である。  

自転車安全利用講習会は、現在でも成人

も対象としています。  

自転車安全講習会としては、中学生以上

（成人含む）を対象とした『一般講習』、

企 業 や 学 校 、 地 域 団 体 等 の 依 頼 に 応 じ た

『出張講座』、公立中学校での『スタント

講習』を行っています。  

自転車等総合計画では、安全利用を促進

するため、講習会の充実を掲げています。

具体的には、公共自転車駐車場の優先利用

制度や自転車整備点検「 TS マーク（保険

付帯）」への助成制度といったインセンテ

ィブ付与から、認知度及び受講者数の増を

図るとともに、ニーズに応じて内容や時間

配分等の対応を行うとしています。合わせ

て、子育て世代への交通安全教育について

も、学校や保育施設、子育て支援施設等と

連携し講習を積極的に進めていく、として

います。  

43 

15 委員会後  

 

P69 市民一人ひとりの参加意識を醸

成し、とあるが、具体的にどのような

ことをするのか。  

「国や関係自治体との連携」の中に記載

する内容としては不適切なため、本項目か

ら削除します。  

33 
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 具体的な取組については、 P33 で教育啓

発事業に記載している通り、市や施設管理

者の取組みの中で、具体項目を記載してい

ます。  

16 委員会後  

 

P73 広く市民一人ひとりにどうやっ

て浸透させるのか。市報などでは無理

と考える。  

市や施設管理者で行う、心のバリアフリ

ーの取組みを積み重ねることで、浸透させ

るものと考えています。また P33 で教育啓

発事業を通じて、高齢者障害者等に対する

理 解 を 促 進 し て い く こ と を 記 載 し て い ま

す。  

33 

17 委員会後  

 

P33 心のバリアフリー啓発事業出前

講座は、一般に届いていないように思

う。繰り返すことで意識に残ることが

大切である。  

心のバリアフリーハンドブックは市

民にいきわたっていない。  

心のバリアフリー啓発事業出前講座は、

特定事業としては継続して行うとなってお

り、方法についてのご意見は、市所管部署

にお伝えします。  

また、心のバリアフリーハンドブックの

広報の仕方についてのご意見については、

市所管部署にお伝えします。  

33 

事業 3 

18 委員会後  

 

P24 都立小金井公園の番号が違う。  ご指摘の通り修正します。  24 

19 委員会後  

 

歩道のタイルは自転車や車いすにと

って通行しづらい。  

インターロッキングブロック舗装の改修

に際しては、目地の少ないバリアフリーに

適した舗装材を採用していきます。  

事業  

8-17、  

39 
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また P39 では、当事者参加の仕組みなど

を通じて、意見を反映できる仕組みの検討

について記載しています。  

 


